
門真市軽四清掃ダンプ 

塵芥収集車仕様書 

 

概 要 

本仕様書は、門真市環境水道部クリーンセンター業務課（以下「当課」とい

う）が令和７年度に購入する軽四清掃ダンプ塵芥車について必要な事項を定め

るものである。 

車両の製作には、本仕様の定める外、道路運送車両法及び道路運送車両の保

安基準、並びに他の関係法規に適合しなければならない。 

契約納入者は、この仕様書と実車確認に基づき軽四ダンプ塵芥収集車を製作

することとし、納入車両は新車を用いて仕様書に定める項目を満たすものとす

る。 

また、使用上の安全性・操作性においても、ドライバーや同乗者に考慮した

構造のもので、清掃、点検整備、修理等が容易であり、なおかつその使用に十

分耐えうるものでなければならない。 

製作途中において、門真市クリーンセンター内にて中間検査を行い、その検

査に伴う費用は全て契約納入者が負担するものとする。 

なお、仕様書に記載のない事項又は、疑義が生じた場合は、当課と協議の上、 

担当職員の指示を受け、誤りのないようにすること。 

 

内 容 

1.   名称 

2.   仕様（シャーシ部及び架装部） 

3.   納入期限・納入場所 

4.   納入台数 

5.   雑件 

6.  支払い条件 

 

 

 



 

１． 名称 

 

軽四清掃ダンプ塵芥車（最大積載量 350ｋｇ） 

 

    別紙、画像参照 

 

２． 仕様 

(シャーシ部) 

① 衝突回避・被害軽減に寄与するブレーキを標準装備し、最新の排ガス規

制に適合した 0.65L クラスのレギュラーガソリン車で、エンジン出力 46

馬力以上のオートマチック車であること。 

② ボディ色は純正ホワイトとする。 

③ エアコン、パワーステアリング、パワーウィンドゥ、純正 FM・AM ラジオ、

スペアタイヤを装備すること。 

※納車時にはスペアタイヤ及びスペアタイヤキャリヤを外し、荷台に積

み込む事 

④ 左折及び後退時の（警報音声アラーム）車速センサー減音型を取り付け

ること。 

⑤ 車載用拡声器システム（ノボル製 MP3 プレーヤー付 PA アンプ）を取り付

けること。 

SD カード挿入曲は「赤とんぼ」スピーカーの取り付けは、担当者と協議

し、配線等丁寧に処理すること。 

⑥ ドライブレコーダー（純正相当品）を取り付け、付属する SD カードは、

16GB 以上の容量を確保すること。 

⑦ 純正バックカメラを取り付けること。モニターはバックミラー方式とし、

カメラ本体取付け位置は、担当者と協議し配線は丁寧に処理すること。 

⑧ 純正ルーフラックを取り付けること。 

⑨ 純正ドアエッジ（同色）を取り付けること。 

⑩ 純正サイドバイザー及び純正フロアマットを取り付けること。 

⑪ 運転席・助手席の全面に、厚めで透明のビニール製シートカバーを作成



し取り付けること。 

⑫ 愛車セット、標準工具一式を取り付けること。 

⑬ その他詳細についてはその都度、担当職員と十分協議すること。 

 

 

(架装部) 

① 現行の軽四ダンプ塵芥車の形を作成し、実車確認、寸法採寸を行い製作

すること。 

② ホイスト方式は、リンクアーム式とすること。 

③ リヤゲートは観音扉とし、ゲート方式は後方一方開とすること。 

④ 各スイッチ類のレイアウト及び装備品等の積載については、当課の意見

を取り入れ機能的かつバランスを考慮し配置すること。 

⑤ 荷台内寸法は、長さ 1,800mm・幅 1,350mm。前面、左右アオリ及びリヤゲ

ート高さ 500mm 以上とすること。 

⑥ キャビン及び架装部を確認し、キャビン前面左側上部と架装部左右後方

下部に「Kadoma City」。 

フロントバンパー左上部と架装部観音扉右側上部と両ドア前方下部に

「M5」。 

キャビン前面右側上部と両ドアに別途指定のロゴステッカーを施すこと。 

なお、絵柄フォント及びカラー、貼付け位置については担当者の指示を

受けること。 

 

３．納入期限・場所 

 

納入期日    令和８年３月 31 日 

     (車両の納入日は担当者と協議する) 

    納入場所    門真市クリーンセンター 

門真市深田町 19 番５号 

４．納入台数 

          1 台 

 



 

５．雑 件      

 

 陸運局及びその他関係官庁に要する一切の手続きを行い、新規登録を完了 

し、車両検査に合格のうえ納入するものとする。 

 また、登録に必要な手数料については、契約納入者の負担とし、自動車重 

量税及び自動車リサイクル料については車両納入後必要書類を添えて市に提 

出。 

なお、自動車重量税については現金にて支払うものとし、自動車リサイクル

料等については、車両納入後 30 日以内に支払うものとする。 

自賠責保険については、市が車両登録日までに保険証書を契約納入業者に手

渡すものとする。 

 

６．支払い条件 

   完了払 

 

以上 
















